
 

 

 

民生委員・児童委員の活動支援策等及び年齢要件に関する検討状況に関する報告について 

 

１ 趣旨 

少子高齢化の加速や生活スタイルの変化等により、民生委員・児童委員の担い手確保が課題と

なっており、年齢要件に関して、自治会町内会アンケートでは 74.1％、地区民児協会長アンケー

トでは 46.2％が「見直しが必要」というご意見をいただいています。さらに、次期一斉改選時（令

和７年 12月）には、団塊世代が 75歳以上となることからも、一層担い手の確保は厳しくなると

予想されています。これらの状況を踏まえて、次期一斉改選に向けて、現在、市民児協等と年齢

要件について意見交換を行っていますので、ご報告します。 

また、今年度からモデル区（都筑・戸塚・栄）と健康福祉局によるプロジェクトを中心に、民

生委員・児童委員の活動支援策や推薦事務の改善等について検討を進めていますので、検討状況

について報告します。 

 

 

 

２ 年齢要件の検討にあたっての考え方 

（１）自治会町内会長アンケート及び地区民児協会長アンケートの結果を踏まえて、市民児協等と

意見交換を進めていますが、年齢要件に関する検討は、民生委員・児童委員の皆さまのご理解を

いただきながら進めていきます。 

（２）単に年齢要件の見直しだけでは、担い手確保に向けた根本的な解決には至らないと考えてお

り、民生委員・児童委員の活動支援強化や負担軽減を進めていく必要があります。このため、モ

デル区と健康福祉局によるプロジェクトを中心に検討を進めており、年齢要件の見直しの有無に

関わらず、次期一斉改選に向けて活動しやすい環境づくりを推進していきます（可能な取組から

速やかに実施します）。 

（３）推薦手続きの改善についても、年齢要件の見直しの有無に関わらず、次期一斉改選時に反映

できるよう検討を進めます。 

 

31.4%

25.9%

10.0%

24.2%

4.8%

24.0%

48.0%

18.0%

5.8%

7.9%

地区民児協会長

回答

自治会町内会長

回答

次頁あり 

市連会 10 月定例会説明資料 
令 和 ５ 年 1 0 月 1 2 日 
健 康 福 祉 局 地 域 支 援 課 

【参考】自治会町内会長・地区民児協会長アンケート（令和４年 11月～令和５年１月） 
「年齢要件について」 

「原則」75 歳未満と
し、例外を設けた方
がよい 

年齢要件を緩和
した方がよい 

年齢要件を撤廃
した方がよい 

現状のま
までよい 

無回答 
その他 

見直しが必要：74.1％ 

見直しが必要：46.2％ 



 

３ 年齢要件に関する検討のたたき台 

次期一斉改選時において年齢要件を変更する場合、次の表を案として、民生委員・児童委員の

皆さまと意見交換を行っています。この案は、自治会町内会長・地区民児協会長アンケート結果

において、「年齢要件の見直しが必要」とする回答の中で最も多かった『「原則」75 歳未満とし、

例外を設けた方がよい』を基本としたものです。 

 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

９月の市・区民児協に本案をたたき台として説明を行い、12月にかけて民生委員・児童委員の

皆さまと意見交換を進めます。意見交換結果を踏まえて、行政として次期一斉改選時における年

齢要件に関する結論を出していきます。 
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現行 案 

新任 

原則 69 歳未満。ただし、選出が困難な場合

に限り、75歳未満とすることができる。 

 

再任 

75歳未満 

新任 

原則 69 歳未満。ただし、選出が困難な場合

に限り、75歳未満とすることができる。 

 

再任 

原則 75 歳未満。ただし、選出が困難な場合

は１期（３年間）のみを再任期間として推薦

をすることができる。（条件あり） 

【条件】 

下記３つの条件を満たしたときのみ、推薦が

できるものとする。 

①本人の同意があり、健康状態も良好 

②自治会町内会の代表（会長）の同意がある 

③地区民児協の代表（会長）の同意がある 

※ただし、特例的な扱いであることから、引

き続き後任者の選出に努める。 
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５ 民生委員・児童委員活動支援と推薦事務の改善等に関する検討状況について 

  今年度から、局・モデル区を中心に、民生委員・児童委員の活動支援策等について検討を進め

ています。 

（１）委員活動の負担軽減及び活動支援策について 

   民生委員の活動及び付帯する業務について、「業務量の軽減の観点から取り組むもの」、「負

担感の軽減の観点から取り組むもの」などに分類・可視化し、それぞれの負担軽減策や活動支

援策を検討しています。また、モデル区では、民生委員との懇談会や退任した民生委員へのア

ンケートを実施し、大変だったことや負担に感じていることなどを把握・整理したうえで、今

年度下半期から活動のスリム化や支援策に関するモデル実施を予定しています。 

（２）推薦手続きの簡素化について 

   推薦手続きに必要な書類の様式の簡素化や、再任として推薦いただく場合の手続きの簡素化

などを検討しています。 

（３）ターゲット・目的別広報の充実 

毎年５月の「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」にあわせて、パネル展示やラジオ放

送、広報よこはまへの記事掲載等を行うなど活動 PRを実施しています。 

今後も、認知度向上や現任委員の意欲向上を図るための広報の充実を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

担      当：健康福祉局地域支援課 村山 
電      話：045-671-4046 
電子メール：kf-chiikishien@city.yokohama.jp 




